仕　　様　　書（案）
１　業務名
令和７年度　第29号　後期高齢者医療給付支給決定通知書作成業務

２　業務内容
発注者は、受注者に、後期高齢者医療給付支給決定通知書（以下「支給決定通知書」という。）の用紙作成、データ印字（プログラム開発含む。）、通知書の作成及び日本郵便株式会社へ持ち込む業務を委託する。

３　委託期間
契約日から令和９年３月31日まで

４　用紙の形状
（１）　三つ折り（Ｚ折り等）はがきとする。（詳細は別途協議。）
（２）　雨・湿気に対して、文字表示内容に支障が出ないようにすること。
（３）　透かし防止対策を講じること。
（４）　コーナーカットを１箇所施すこと。（支給決定通知書　印刷レイアウトのとおり。）
５　件数
　　年間約770,000通

内訳　約50,000通(高額介護合算療養費等分)＋約720,000通(療養費全般分※)
６　帳票イメージ図
別紙「１　支給決定通知書イメージ図」
７　用紙の紙質

圧着はがき
８　印刷色
・　表面　２色
・　裏面　２色

９  印刷・印字について
（１）　発注者が提供するデータから必要事項を印刷・印字すること。
（別紙　「印刷仕様書（療養費全般分）」と「印刷仕様書（高額介護合算療養費等分）」を参照）
（２）　高額介護合算等療養費のJKD40R111.csv及びJKD40R112.csvについては、「SKYSNS_STKSN_TUBN」列を削除し、JKD70R111.csv及びJKD70R112.csvと列数を揃えた状態で処理を行うこと。
（３）　発注者が提供するデータ（郵便番号・住所）からカスタマバーコードを生成し、日本郵便株式会社の料金割引制度を利用できるように印刷すること。
（４）　住基ネット統一文字コードに準じた体系の範囲外の外字については、発注
者が提供する外字ファイル（TTEファイル、6,400文字以内）を使用し、印
字できるようにすること。

（５）　印字に使用する外字以外のフォントについて、KAJO_J入力システム後期高
齢者医療広域連合電算処理システム対応版に含まれるフォントとする。なお、
当該フォントの使用について、使用許諾等が必要な場合は、受注者がその責
任を負うものとする。
（６）　前回の処理から外字が新規で追加された場合は、その都度登録して、翌月の処理からデータを反映すること。
（７）　金融機関の支店名・口座名義人氏名は、印字できる字数までを印字し、エラーとして扱わない。又、口座番号は末尾３桁をアスタリスク表示とする。
（８）　葬祭費については、決定通知書の送付先は、被保険者名ではなく申請者名とする。

（９）　印字は黒色とする。
（10）　発注者から印字の追加依頼があった場合は、別紙「印刷仕様書（療養費全般分）」と「印刷仕様書（高額介護合算等療養費分）」のとおり、指定箇所に印字すること。
　　（11）　同一被保険者に対し異なる振込先への支給がある月については、振込先毎
に決定通知書を印刷すること。
10　仕分け及び括束

はがき加工処理したものを、区分郵便物（受取人の住所または居所の郵便区番号ごとに区分）の仕様を満たすように仕分けし、括束する。

　
11　対象者データ等の保管

発注者が提供するデータは責任をもって保管し、業務完了後速やかに返却すること。
12　チェック体制の確立

支給決定通知書の件数については、受け渡し及び引き渡し（納品）の際、確認すること。

13　納品物及びその方法
（１）　対象者データをＣＳＶ形式にて、毎月20日頃（詳細は別途協議）提供するため、データ提供後２～５日以内（土日含む）に成果物及び後納郵便物差出票を日本郵便株式会社へ持ち込むこと。ただし、発注者から特別の指示があった場合は、この限りでない。
（２）　区分郵便物（受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分）として
の仕様を満たすこと。
（３）　成果物は、以下のとおり取り扱うこと。

　　　①外字を含まないデータ
　　　　ⅰ）印字数が指定桁数を超えるもの（ブランク出力されるもの）
　　　　　　　　圧着しないで発注者へ引き渡すこと。
　　　　　　ⅱ）発注者が別に指定する引抜依頼書に記載があるもの

　　　　　　　　圧着して発注者へ引き渡すこと。
　　　　　　ⅲ）上記以外のもの
　　　　　　　　日本郵便株式会社へ持ち込むこと。
　　　　　②外字を含むデータ
　　　　　　圧着しないで発注者へ引き渡すこと。
　　（４）　発注者から対象者データの提供日及び成果物、後納郵便物差出票の日本郵
便株式会社への持ち込み日等の変更依頼があった場合は、その都度対応する
こと。
14　委託料の支払
（１）　処理月毎の成果物の枚数による請求に基づき支払う（円未満切捨て）。

（２）　請求時期は処理月の翌月末日までとし、支払時期は請求書を受理した日から30日以内とする。
15　その他
　　（１）　公印の印影は、業務終了後速やかに発注者へ返却すること。
（２）　個人情報を取り扱うため、秘密の保持等には細心の注意を払うこと。ま
た、成果物は個人情報が記載された重要書類であることから、運搬時には、紛失・盗難・破損防止等の措置を講ずること。また、委託業務を実施するに当たり、一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマーク制度の認定又はISMS(ISO/IEC27001)の認定、若しくは、これらに準ずる規格を取得していること。
（３）　契約書の内容を遵守すること。特に、再委託は原則禁止であることに鑑み、やむを得ず業務の一部を第三者へ再委託が必要となる場合は、必ず発注者による書面の承諾を得たうえで行うこと。

（４）　件数はあくまで予定件数であり、件数を超える又は件数を下回るかのいずれの場合にあっても、単価を変更することなく契約単価にて支払うこと。
（５）　日本郵便株式会社へ持ち込む際には、支給決定日当日には決定通知書の対象者へ届くよう日数を逆算し、持ち込むこと。
（６）　本仕様書に記載がない事項及び詳細については、発注者、受注者協議のうえ、業務に対処すること。
（７）　委託期間中に支給決定通知書の仕様に変更等があった場合は、発注者、受注者協議のうえ、業務に対処すること。
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